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【 請 求 項 １ 】
　 被 検 者 に Ｘ 線 を 照 射 す る Ｘ 線 源 と 、
　 前 記 Ｘ 線 源 と 対 向 配 置 さ れ 、 二 次 元 配 列 さ れ た 複 数 の Ｘ 線 検 出 素 子 か ら な り 、 そ れ ら の
Ｘ 線 検 出 素 子 に よ り 前 記 被 検 者 の 透 過 Ｘ 線 を 電 気 信 号 に 変 換 し 、 そ の 電 気 信 号 を 読 み 出 す
こ と に よ り 前 記 透 過 Ｘ 線 の 信 号 を 検 出 す る Ｘ 線 検 出 器 と 、
　 こ の Ｘ 線 検 出 器 に よ り 検 出 さ れ た 透 過 Ｘ 線 信 号 を Ｘ 線 像 と し て 表 示 す る 画 像 表 示 部 と 、
を 備 え た Ｘ 線 診 断 装 置 に お い て 、
　 前 記 Ｘ 線 源 、 前 記 Ｘ 線 検 出 器 の う ち 少 な く と も 前 記 Ｘ 線 源 の 位 置 情 報 を 算 出 し 、 こ の 算
出 さ れ た 位 置 情 報 と 読 み 出 す Ｘ 線 検 出 素 子 を 対 応 づ け 、 そ の 対 応 づ け ら れ た Ｘ 線 検 出 素 子
か ら 電 気 信 号 を 読 み 出 す こ と に よ り そ れ ら の Ｘ 線 検 出 素 子 の 透 過 Ｘ 線 信 号 を 前 記 Ｘ 線 検 出
器 に 検 出 さ せ 、 そ の 検 出 さ れ た 透 過 Ｘ 線 信 号 を Ｘ 線 像 と し て 前 記 画 像 表 示 部 に 表 示 さ せ る
制 御 手 段 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る Ｘ 線 診 断 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　

【 請 求 項 ３ 】
　
　

　

【 請 求 項 ４ 】
　

前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 Ｘ 線 源 の 複 数 の 位 置 情 報 を そ れ ぞ れ 算 出 し 、 そ れ ぞ れ 算 出 さ れ た
位 置 情 報 と 読 み 出 す Ｘ 線 検 出 領 域 を 対 応 づ け 、 そ の 対 応 づ け ら れ た Ｘ 線 検 出 領 域 か ら 電 気
信 号 を 読 み 出 す こ と に よ り そ れ ぞ れ の Ｘ 線 検 出 領 域 の 透 過 Ｘ 線 信 号 を 前 記 Ｘ 線 検 出 器 に 検
出 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の Ｘ 線 診 断 装 置 。

請 求 項 １ ～ ２ の 何 れ か １ 項 に 記 載 の Ｘ 線 診 断 装 置 は 、 さ ら に   
前 記 Ｘ 線 源 の Ｘ 線 照 射 側 に 配 置 さ れ 前 記 被 検 者 に 照 射 さ れ る Ｘ 線 を 遮 蔽 す る Ｘ 線 絞 り を

備 え 、   
前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 Ｘ 線 検 出 器 を 構 成 す る Ｘ 線 検 出 素 子 の う ち の 読 み 出 し 不 要 な Ｘ 線

検 出 素 子 に 入 射 さ れ る Ｘ 線 を 遮 蔽 す る よ う に 前 記 Ｘ 線 絞 り を 挿 入 さ せ る こ と を 含 む 。

請 求 項 １ ～ ３ の 何 れ か １ 項 に 記 載 の Ｘ 線 診 断 装 置 は 、 さ ら に 、   



　

　

　

【 請 求 項 ５ 】
　
　
　
　

　

　

【 請 求 項 ６ 】
　
　
　

　

　

　

【 請 求 項 ７ 】
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前 記 Ｘ 線 源 の Ｘ 線 照 射 側 に 配 置 さ れ 前 記 被 検 者 に 照 射 さ れ る Ｘ 線 を 減 弱 す る Ｘ 線 補 償 フ
ィ ル タ と 、   

前 記 Ｘ 線 検 出 器 に よ り 検 出 さ れ た 透 過 Ｘ 線 信 号 か ら ハ レ ー シ ョ ン 信 号 が 生 じ て い る Ｘ 線
検 出 素 子 の 位 置 を 検 出 す る ハ レ ー シ ョ ン 信 号 検 出 手 段 と 、 を 備 え 、   

前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 Ｘ 線 検 出 器 を 構 成 す る Ｘ 線 検 出 素 子 の う ち 、 前 記 ハ レ ー シ ョ ン 信
号 検 出 手 段 に よ り 検 出 さ れ た ハ レ ー シ ョ ン 信 号 が 生 じ て い る Ｘ 線 検 出 素 子 に 入 射 さ れ る Ｘ
線 を 減 弱 す る よ う に 前 記 Ｘ 線 補 償 フ ィ ル タ を 挿 入 さ せ る こ と を 含 む 。

請 求 項 １ ～ ４ の 何 れ か １ 項 に 記 載 の Ｘ 線 診 断 装 置 は 、 さ ら に   
前 記 Ｘ 線 源 を 一 端 に 、 前 記 Ｘ 線 検 出 器 を 他 端 に 支 持 す る 支 持 器 と 、   
こ の 支 持 器 を 支 持 す る 床 上 に 立 設 さ れ る 支 柱 と 、   
前 記 支 持 器 に よ っ て 支 持 さ れ る 前 記 Ｘ 線 源 と 前 記 Ｘ 線 検 出 器 と の 間 に 前 記 被 検 者 を 配 置

す る 寝 台 と 、   
前 記 支 持 器 と 前 記 寝 台 と を 駆 動 さ せ て 前 記 被 検 者 の Ｘ 線 像 を 得 る 位 置 へ 移 動 す る 駆 動 手

段 と 、 を 備 え 、   
前 記 制 御 部 は 、 前 記 支 持 器 と 前 記 寝 台 に そ れ ぞ れ 位 置 検 出 器 を 備 え 、 そ れ ら の 位 置 検 出

器 か ら 検 出 さ れ る 位 置 に 基 づ き 前 記 Ｘ 線 源 、 前 記 Ｘ 線 検 出 器 の う ち 少 な く と も 前 記 Ｘ 線 源
の 位 置 情 報 を 算 出 す る こ と を 含 む 。

請 求 項 １ ～ ４ の 何 れ か １ 項 に 記 載 の Ｘ 線 診 断 装 置 は 、 さ ら に   
前 記 Ｘ 線 源 を 一 端 に 、 前 記 Ｘ 線 検 出 器 を 他 端 に 支 持 す る 支 持 器 と 、   
こ の 支 持 器 を 支 持 す る 機 能 を 有 し 、 天 井 か ら 床 方 向 へ 自 在 に 伸 ば せ る テ レ ス コ ピ ッ ク 支

持 部 と 、   
前 記 支 持 器 に よ っ て 支 持 さ れ る 前 記 Ｘ 線 源 と 前 記 Ｘ 線 検 出 器 と の 間 に 前 記 被 検 者 を 配 置

す る 寝 台 と 、   
前 記 支 持 器 と 前 記 寝 台 と を 駆 動 さ せ て 前 記 被 検 者 の Ｘ 線 像 を 得 る 位 置 へ 移 動 す る 駆 動 手

段 と 、 を 備 え 、   
前 記 制 御 部 は 、 前 記 支 持 器 と 前 記 寝 台 に そ れ ぞ れ 位 置 検 出 器 を 備 え 、 そ れ ら の 位 置 検 出

器 か ら 検 出 さ れ る 位 置 に 基 づ き 前 記 Ｘ 線 源 、 前 記 Ｘ 線 検 出 器 の う ち 少 な く と も 前 記 Ｘ 線 源
の 位 置 情 報 を 算 出 す る こ と を 含 む 。

請 求 項 １ ～ ４ の 何 れ か １ 項 に 記 載 の Ｘ 線 診 断 装 置 は 、 さ ら に   
前 記 Ｘ 線 源 を 一 端 に 、 前 記 Ｘ 線 検 出 器 を 他 端 に 支 持 す る 支 持 器 と 、   
こ の 支 持 器 を 支 持 す る 支 柱 が 立 設 さ れ る 移 動 台 車 と 、   
こ の 移 動 台 車 を 前 記 被 検 者 が 寝 て い る 寝 台 に 位 置 ま で 移 動 し た 後 、 前 記 支 持 器 を 駆 動 さ

せ て 前 記 被 検 者 の Ｘ 線 像 を 得 る 位 置 へ 移 動 す る 駆 動 手 段 と 、 を 備 え 、   
前 記 制 御 部 は 、 前 記 支 持 器 に 位 置 検 出 器 を 備 え 、 そ れ ら の 位 置 検 出 器 か ら 検 出 さ れ る 位

置 に 基 づ き 前 記 Ｘ 線 源 、 前 記 Ｘ 線 検 出 器 の う ち 少 な く と も 前 記 Ｘ 線 源 の 位 置 情 報 を 算 出 す
る こ と を 含 む 。
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